
■ 最高で65万円の青色申告特別控除
　複式簿記により記帳し、損益計算書とともに貸借対照表を添付すれば、最高で65万円の
特別控除が受けられます｡（簡易簿記であれば最高10万円）

■ 全額必要経費にできる青色事業専従者給与
　青色申告者と生計を同じくする15歳以上の親族で６ヶ月以上農作業に従事する人に対し
支払った給与は、全額必要経費に算入できます。

■ 純損失の最長３年間の繰越控除
　純損失（赤字）が出た場合、純損失が出た年の翌年から３年間、この金額を繰り越して
控除できます。

■ 特別償却費が計上できる減価償却費特例
　その事業年度の減価償却費に加え、一定の要件により取得価額の一定割合を償却する
｢特別償却費」を必要経費に算入できます。
　また、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額を必要経費
に算入できます。

※�「農業経営基盤強化準備金」の税制特例や､「農業者年金制度」の政策
支援を受けるためには、青色申告が要件の一つとなっています。

　農業経営は簿記による計数管理が基本です。家計と経営を分離し、記帳に基づく経営状
況の点検を行うとともに、青色申告による税制のメリットを活かし、経営の改善・発展に
努めましょう。
　今秋から加入申請手続きがスタートする「収入保険」は青色申告を行っている農業者が
対象です。この機会に、複式簿記･青色申告を始めましょう。

青色申告を始めようとする年の３月15日までに所轄税務署へ申請書を提出！

簿記の手続き、記帳にあたっての留意点･･････････････････････････････････2
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はじめよう！複式簿記・青色申告
収入保険は今秋から申請開始！加入には青色申告が要件

平成30年２月
都道府県農業委員会ネットワーク機構　一般社団法人香川県農業会議

認定農業者等担い手の方々へ 

青色申告の主なメリット
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簿記の手続き、記帳にあたっての留意点
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※パソコン簿記の場合

▽貸借対照表＝期首（1月1日時点）、期末（12月31日時点）などでの所有の財産を把握する
▽損益計算書＝１年間（1月1日～12月31日）に発生する損失や利益内容を把握する

初期設定 入力

貸借対照表

損益計算書

（青色申告決算書）

簿記の基本的手続き

決算整理

①１月１日から12月31日まで取引のあった都度、欠かさず実行しましょう。
②�預金（JAなど）と現金に分け、日付順に残高を確認しながら進めましょう｡
　(仕訳帳、元帳は３ページに記載のとおり）
③�農業経営に関係のない家計に関するものは事業主勘定を使用して区別しましょう。

　農業の会計に関する指針（一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会、公益社団法人日本農業法人協会作
成）や農業簿記検定（一般社団法人全国農業会議所等後援）なども参考にして下さい。

記帳にあたって準備するもの、調べておくもの

□農業用に使用している預金通帳
□販売代金通知書（精算書、仕切書等）、請求・領収書等証拠書類
□帳簿（農業会議で作成した様式�３ページ）、簿記ソフト利用であればパソコン
□農業用の減価償却資産（取得年月日、取得価額）、棚卸資産、借入金など

記帳を始める前に心得ておきましょう

記帳は次の手順で進めましょう

①�販売代金通知書（精算書、仕切書等）、領収書、請求書（JA購買明細書）、納品書などの証拠
書類の保存に心掛けましょう。
②領収書がもらえない場合、いつ、誰に、何のために、いくら支払ったかを記録しておきましょう。
③�領収書等は、専用の箱などに入れて紛失を防ぎ、スクラックブックやノートなどに整理し、
日付順に貼っていきましょう。
④預金口座をまとめるなど、できる限り現金・預金の管理を簡素にしましょう。
⑤簿記は、「習うより慣れろ」、ペン（パソコン）を持ってとにかく書くことです。
　理論的なことは後からついてくればよく、まず決算まで 1年間やり通すことが大切です。

　市町、農業委員会、農業改良普及センター、JAなど関係機関が連携するなどし、認定農業者等を
対象とした簿記講習会・相談会を定期的に開催していますので出席下さい。また、記帳者のグループ
化を図り、記帳の勉強会や決算結果を基にした相互研さん活動を行う例もあり、記帳の継続のための
最適な方法といえるでしょう。
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仕 訳 帳
１№金現

訳仕年 高残出支入収要摘№ 目科方貸目科方借日月

仕訳のルールに従って勘定科目を記入
残高の確認

取引の内容を簡潔に記入（下段に購入先等を記入）
同じ月で同じページであれば日付のみ記入

１№金預

訳仕年 高残出支入収要摘№ 目科方貸目科方借日月

相手方勘定科目は預金であることが分かっている
ので記入する必要はなし

元 帳
１№上売菜野

借年 摘 要 丁数 借 方 貸 方 差引残高貸日月

仕訳帳が借方記入の場合は その時々の残高を記入
｢借方欄｣に貸方記入の場合
は｢貸方欄｣に金額を記入

仕訳帳のページ数を記入 その時々の残高が借方なら「借｣、
貸方なら「貸」と記入仕訳の相手科目を記入

１№費苗種
借年 摘 要 丁数 借 方 貸 方 差引残高貸日月

別途減価償却費計算が必要
（耐用年数７年）

前期繰越1 1

017

02

苗を購入
㈱△△△
預金より

費苗種

金預

00002

00005

5 0 0 0 0

00003

00008

1 1

517

02

511

0121

前期繰越

野菜売り上げ
(JA○○）
現金引き出し

トラクターを購入
（JA○○）
生活費

上売菜野

金現

機械装置

貸主業事

2 5 0 0 0 0 0

00000040000051

0000593

0000591

0000081

00005

0000002

000051

7 15 預 金 1 1 5 0 0 0 0 0 貸 1 5 0 0 0 0 0

7 10 現 金 1 2 0 0 0 0 借 2 0 0 0 0

複式簿記のための帳簿様式

　パソコン簿記による場合は、苗を購入→201番、野菜売上→102番などを入力すると仕訳が作成され、日付、
金額を入力するだけでよく、転記、集計作業が省略できます｡（決算整理作業は必要）
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青色申告の承認申請

一定の帳簿を備え、
毎日の取引を正しく記帳

　正規の簿記（複式簿記）

　で記帳する場合の帳簿

１　仕訳帳

２　総勘定元帳

３　現金出納帳

4　固定資産台帳

■提出書類※
　所得税の青色申告承認申請書
■提出先
　所轄の税務署
■提出期限
　青色申告を始めようとする年の
　３月15日まで
※�新たに農業を始める場合、就農後2か
月以内（1月16日以前に就農した場合
は3月15日まで)

原則
７年間
保管

青
色
申
告
承
認
申
請

注₁）青色事業専従者給与を支給する場合は併せて次の書類を提出（₆〜₇ページ）
　□青色事業専従者給与に関する届出書
　□給与支払事務所等の開設届出書（人を雇用する場合も必要）
　□源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
※�　事業主（源泉徴収義務者）は、源泉徴収した所得税額を原則的には毎月給与等を支給した
翌月の10日までに税務署に納付しなければならないが、給与等の支給を受ける人が常時10人
未満の源泉徴収義務者については、半年分ずつ年２回にまとめて納付できる「源泉所得税の
納期の特例制度」があり、この特例の適用を受ける場合に必要

注₂）新規に農業を始める場合は併せて次の書類を提出（₈ページ）
　□個人事業の開業届出書

注₃）青色申告をやめる場合は次の書類を提出（₈ページ）
　□所得税の青色申告の取りやめ届出書
　□給与支払事務所等の廃止届出書（専従者給与等を支給していた場合）

※  

提  

出  

書  

類

■ 所得税は「申告納税制度」が原則
　所得税は、１年間に得た所得とその所得に対する税金を自ら計算して申告し納税するという「申告納税制度」が原
則となっています。確定申告は、この所得税額などを確定させる納税者の行為で、１年間に得た所得に対する税金の
総決算をする働きを持っています。
　申告時期は２月16�日から３月15�日までです。

■ 平成27年１月から「記帳・帳簿等保存」が必要
　農業所得の計算は、実際の収入金額から必要経費を差し引いて所得計算する「収支計算」が原則です。平成27�年１
月からは「記帳・帳簿等の保存制度」の対象者が拡大され、青色、白色申告を問わず、事業所得等が生じる業務を行
う全ての方が対象となっています。領収書等や帳簿等の書類を７年間（一部５年間）保存するなどし、収入、経費に
関する事項について、取引年月日、売上・仕入先の名称、金額等を帳簿に記載する必要があります。

■ 青色申告にメリット
　青色申告は、一定の帳簿を備え付け、日々の記帳に基づいて所得と税額を計算し、申告します。原則として正規の
簿記（一般的には複式簿記）により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっていま
す。
　青色申告は白色申告に比べていろいろなメリットがあります｡（表紙参照）

所得税確定申告の概要と青色申告の手続き
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所得税の青色申告承認申請書（記入例）
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青色事業専従者給与に関する届出書（記入例）
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〒 －

代表者氏名
（法人のみ） □ 正規の簿記　　□　簡易簿記

□ 現金主義の特例による青色申告ではありません
青色申告の種類

住所 電話・FAX

加入者管理コード

【様式１号】

収入保険加入申請書（案）
（平成31年（年度））

全国農業共済組合連合会
　会長理事　　　　　　　○○○○殿

収入保険に加入したいので、下記のとおり申請します。

申請年月日 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

フリガナ

経営形態

□ 個人

□ 法人

加入申請時の
青色申告実績の年数

□ ４年以上　　□　３年　　□　２年　　□　１年

事業年度
　　　　月　　　　日　　～　　　　　　月　　　　日

氏名又は
法人名

フリガナ

【保険料・積立金の納付方法】　希望する選択肢にレ印を記入してください。分割支払を選択した場合は希望する分割回数にレ印を記入してください。

【補償内容の選択】　各項目ごとに、希望する選択肢にレ印を記入してください。太枠内は保険方式のみを選択した場合は記入不要です。

印 

補塡方式

□ ％ □ ％ □ ％ □ ％ □ ％

積立方式の

積立幅

保険方式の

補償限度

□ 規模拡大特例 □ 収入上昇傾向特例

□ 保険方式のみ □ 保険方式＋積立方式
□ ％ □ ５％

青色申告実績が

・４年以上の場合 □ ％ □ ％ □ ％ □ ％

・３年の場合 □ ％ □ ％ □ ％ □ ％

・２年の場合 □ ％ □ ％ □ ％ □ ％

・１年の場合 □ ％ □ ％ □ ％

保険方式の

支払率
基準収入の

算定の特例

□ ％ □ ％ □ ％ □ ％ □ ％
積立方式の

支払率
※ 保険方式で選択した支払率以下で選択可。 

※ 両方の特例を選択可。 
※ 収入上昇傾向特例は、加入申請時に４年以上の青色申告実績がある場合のみ選択可。  

（電話） （ＦＡＸ） 

保険料 □ 一括支払 □ 分割支払 （ □ ２回 □ ３回 □ ４回 □ ５回 □ ６回 □ ７回 □ ８回 □ ９回 ）

積立金
□ 新たに積立方式に加入 ⇒ 保険料と同じ納付方法

□ 継続して積立方式に加入 ⇒ 保険期間の開始から８か月目の月の末日に一括支払

印 

下記について確認し、チェック欄□に�を記入してください。

＜誓約事項＞ ＜加入申請時の確認事項＞

○ 収入保険の保険契約に関する書類について、事実と
異なる記載をしていません。また、今後も事実と異なる記載
をしません。

□

□
○ 保険期間に先物取引を行う予定はありますか。

□ない

□ある

○ 営農計画の変更の通知や農作業日誌の作成など保険期
間中に行うこととされた義務を怠りません。

□ ○ 災害以外の事由により既に収入減少が発生することが
　見込まれる農産物又は畜産物はありますか。
　（例）農産物等の大幅な変更
　　　　栽培方法の変更、契約栽培における取引価格の引き下げなど

□ない

□ある（ 　　　）

○ 次の類似制度について、保険期間中に利用しません。

・ 農作物共済
・ 家畜共済（棚卸資産タイプの死廃共済。ただし、マルキン等
　　対象家畜は除く。）
・ 果樹共済（収穫共済）
・ 畑作物共済
・ 園芸施設共済（施設内農作物）
・ 収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）
・ 野菜価格安定制度（価格低下を補塡する事業）
・ 加工原料乳生産者経営安定対策
・ いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策

□

○ これまで集落営農（任意組合）からの分配金を受け取って
いませんか、また、集落営農（任意組合）の分配金を受け取
る予定はありませんか。

　（法人からの従事分量配当、地代等は関係ありません。）

□ない

□ある（ 　 組合）

○ 保険期間における所得税または法人税の申告の際に、
　消費税等の扱い（内税又は外税式など）を、変更する予定
　はありますか。
　　また、今回申請する過去の収入期間において、消費税等
　の扱いを変更した年がありますか。

□ない

□ある

! 加入申請時の確認事項について、ご不明の点があれば窓口の担当者にご相談ください。

○ 重要説明事項について、内容を確認しました。 □

○ 災害により既に収入減少が発生することが見込まれる
　農作物及び畜産物はありますか。

□ない

□ある（ 　　　）

※農産物等名を記入

※農産物等名を記入

※集落営農名を記入

○ 農業経営に係る努力その他保険事故の発生の防止を怠り
ません。

□

収入保険の加入申請に関する誓約事項及び確認事項

チェック欄 チェック欄

！ 事実と異なる記載をした場合には、保険金・特約補塡金の支払を免責又は

保険契約を解除される場合があります。

！ これまでに利用していた場合は、各事業の実施主体等に利用状況を

確認した上でチェックしてください。

○ 収入保険の保険契約に関する書類について、事実と

○ 保険期間及び過去の青色申告書の修正申請を行ったこと
　により、農業収入金額に変更があった場合には通知します。
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収入保険の手続きに使用する主な様式（案）
※変更がありうる旨、ご承知おき下さい。



【様式２号】

平成　○年　○月　○日

（単位：円）

品目 種類 用途

備考①期首棚卸高金額 ②販売金額 ③事業消費金額 ④期末棚卸高金額
収入金額

＝②+③+④-①

過去の収入金額申告書（案）
（平成○年（年度）分）

農産物又は畜産物

合計

加入者管理コード 

申請者 住 所 

  氏 名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名 印 

【様式３号の１】

　　平成　○年　○月　○日

（単位：円）

区分 販売金額 品目 種類 用途 数量払 その他

①販売金額
収入金額として
申告する販売

金額
＝①－②＋③

農産物等ごとの販売金額を整理するための補助フォーム（個人用：青色申告決算書（農業所得用））（案）
（平成○年分）

青色申告決算書の
収入金額の内訳Ⓐ

農産物又は畜産物の区分
（収入保険申告用）

②左記の販売
金額から除外
するもの

③雑収入等のうち販売金額
に含めるもの

米

小麦

小麦

小麦

合計

【消費税の扱い】

青色申告決算書における消費税の扱いについて、該当するものに�を記入してください。

□ 内税方式 □ 外税方式 加入者管理コード 

申請者 住 所 

  氏 名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名 印 

＜記入上の注意＞

○　「期首棚卸高金額」欄及び「期末棚卸高金額」欄は、
　　・　個人経営体については、青色申告決算書の「収入金額の内訳」の期首棚卸高金額、期末棚卸高金額を記入します。
　　・　法人経営体については、損益計算書の売上原価のうち、農産物等の期首棚卸高、期末棚卸高の金額を記入します。
　　なお、税申告上、棚卸しがない畜産物や、育成中の果樹や圃場にある農産物などの「農産物以外の棚卸高」「仕掛品棚卸高」については、記入しません。

○　「農産物又は畜産物」欄は、農産物又は畜産物の品目及び種類等ごとに記入します。（ただし、加入初年度に作成する本申告書は、これまでの経理区分
　（例えば、「野菜」、「花」等）と同じ区分を用いることができます。）
　　ただし、
　　・　米のうるちについては、主食用、米粉用、加工用、飼料用の用途ごとに区分して記入します。
　　・　畑作物の直接支払交付金の数量払の対象品目については、「用途欄」に「（交付金対象）」と記入し、小麦はパン・中華麺用、パン・中華麺用以外の
　　　用途ごとに、なたねは、専用品種、その他品種の種類ごとに区分して記入します。
　　・　甘味資源作物交付金の数量払の対象品目については、「用途欄」に「（交付金対象）」と記入し、かんしょは専用品種、その他品種の種類ごとに区分
　　　して記入します。
　　・　畜産物については、「品目」欄には、牛、豚、鶏、馬、生乳等と記載し、「種類」欄には、出荷した目的別に、子牛、育成牛、廃用牛等と記載してください。
　　・　生乳については、加工原料乳生産者補給金の対象となる加工原料乳を含む場合は、「用途」欄に「加工原料乳含む（交付金対象）」と記入します。
　　・　はちみつを花の種類及び産地ごとに区分する場合は「種類」欄に花の種類及び産地名を記入します。

○　「事業消費金額」欄は、
　　・　個人経営体については、青色申告決算書の「収入金額の内訳」のうち、事業消費金額を記入します。家事消費金額は含めません。
　　・　法人経営体については、損益計算書の売上原価のうち、農産物等の事業消費高の金額を記入します。
　　・　畜産経営において、繁殖家畜を自家保留した場合は、販売した繁殖用家畜の単価を用いて金額を記入します。

○　「販売金額」欄は、補助フォームの「収入金額として申告する販売金額」欄の金額を記入します。

＜記入上の注意＞

○　「①販売金額」欄は、帳簿や販売（売上）伝票などに基づいて記入します。

○　「青色申告決算書の収入金額の内訳Ⓐ」欄は、青色申告決算書の該当部分から記入します。

○　｢③雑収入等のうち販売金額に含めるもの｣欄の「その他」欄は、青色申告決算書の｢雑収入｣欄に計上されているもののうち、例えば、ＪＡ等に農産物等を販売委託した
　場合に販売金額の一部として支払われる精算金（作付面積当たりで支払われる奨励金等は除く）、ＪＴの葉たばこ災害援助金、家畜伝染病予防法・植物防疫法の手当金
　などの額を、それぞれの支払通知書等の根拠書類に基づいて記入します。

○　「③雑収入等のうち販売金額に含めるもの」欄の「数量払金額」欄は、青色申告決算書の「雑収入」欄に計上されている｢畑作物の直接支払交付金｣、｢甘味資源作物
　交付金｣、｢でん粉原料用いも交付金｣及び｢加工原料乳生産者補給金｣の金額を交付決定通知書等に基づき記入します。（「畑作物の直接支払交付金」の金額は、交付
　金計算書の数量払の計算額（数量払の金額が営農継続支払の金額を超えている場合は、営農継続支払の金額を控除する前の金額）を記入してください。）

○　「農産物又は畜産物の区分（収入保険申告用）｣欄は、「過去の収入金額申告書」（様式２号）に記載する農産物又は畜産物の品目、種類等と同じ内容を記入
　します。対象品目から除外する畜産物（肥育牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵）の販売金額がある場合は、これらの品目についても記入し、「用途｣欄に｢除外｣と記入します。

○　「②左記の販売金額から除外するもの」欄は、対象品目から除外する畜産物及び自ら生産した農産物以外の売上が含まれているなどの場合に記入します。
　　なお、仕入れ販売による売上について、仕入れた農産物又は畜産物を自ら生産した農産物又は畜産物と一体として販売しているなど、仕分けが困難な場合は、仕入れた
　　農産物又は畜産物の数量と自ら生産した農産物又は畜産物の数量の比を用いて仕分けるなどにより、自ら生産した農産物又は畜産物の販売金額を計算して記入します。
　　また、「農産物又は畜産物の区分（収入保険申告用）」欄の「用途」欄に除外と記入した農産物又は畜産物については、「販売金額」欄と同額を記入します。

【様式２号】

平成　○年　○月　○日

（単位：円）

品目 種類 用途

備考①期首棚卸高金額 ②販売金額 ③事業消費金額 ④期末棚卸高金額
収入金額

＝②+③+④-①

過去の収入金額申告書（案）
（平成○年（年度）分）

農産物又は畜産物

合計

加入者管理コード 

申請者 住 所 

  氏 名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名 印 

【様式３号の１】

　　平成　○年　○月　○日

（単位：円）

区分 販売金額 品目 種類 用途 数量払 その他

①販売金額
収入金額として
申告する販売

金額
＝①－②＋③

農産物等ごとの販売金額を整理するための補助フォーム（個人用：青色申告決算書（農業所得用））（案）
（平成○年分）

青色申告決算書の
収入金額の内訳Ⓐ

農産物又は畜産物の区分
（収入保険申告用）

②左記の販売
金額から除外
するもの

③雑収入等のうち販売金額
に含めるもの

米

小麦

小麦

小麦

合計

【消費税の扱い】

青色申告決算書における消費税の扱いについて、該当するものに�を記入してください。

□ 内税方式 □ 外税方式 加入者管理コード 

申請者 住 所 

  氏 名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名 印 

＜記入上の注意＞

○　「期首棚卸高金額」欄及び「期末棚卸高金額」欄は、
　　・　個人経営体については、青色申告決算書の「収入金額の内訳」の期首棚卸高金額、期末棚卸高金額を記入します。
　　・　法人経営体については、損益計算書の売上原価のうち、農産物等の期首棚卸高、期末棚卸高の金額を記入します。
　　なお、税申告上、棚卸しがない畜産物や、育成中の果樹や圃場にある農産物などの「農産物以外の棚卸高」「仕掛品棚卸高」については、記入しません。

○　「農産物又は畜産物」欄は、農産物又は畜産物の品目及び種類等ごとに記入します。（ただし、加入初年度に作成する本申告書は、これまでの経理区分
　（例えば、「野菜」、「花」等）と同じ区分を用いることができます。）
　　ただし、
　　・　米のうるちについては、主食用、米粉用、加工用、飼料用の用途ごとに区分して記入します。
　　・　畑作物の直接支払交付金の数量払の対象品目については、「用途欄」に「（交付金対象）」と記入し、小麦はパン・中華麺用、パン・中華麺用以外の
　　　用途ごとに、なたねは、専用品種、その他品種の種類ごとに区分して記入します。
　　・　甘味資源作物交付金の数量払の対象品目については、「用途欄」に「（交付金対象）」と記入し、かんしょは専用品種、その他品種の種類ごとに区分
　　　して記入します。
　　・　畜産物については、「品目」欄には、牛、豚、鶏、馬、生乳等と記載し、「種類」欄には、出荷した目的別に、子牛、育成牛、廃用牛等と記載してください。
　　・　生乳については、加工原料乳生産者補給金の対象となる加工原料乳を含む場合は、「用途」欄に「加工原料乳含む（交付金対象）」と記入します。
　　・　はちみつを花の種類及び産地ごとに区分する場合は「種類」欄に花の種類及び産地名を記入します。

○　「事業消費金額」欄は、
　　・　個人経営体については、青色申告決算書の「収入金額の内訳」のうち、事業消費金額を記入します。家事消費金額は含めません。
　　・　法人経営体については、損益計算書の売上原価のうち、農産物等の事業消費高の金額を記入します。
　　・　畜産経営において、繁殖家畜を自家保留した場合は、販売した繁殖用家畜の単価を用いて金額を記入します。

○　「販売金額」欄は、補助フォームの「収入金額として申告する販売金額」欄の金額を記入します。

＜記入上の注意＞

○　「①販売金額」欄は、帳簿や販売（売上）伝票などに基づいて記入します。

○　「青色申告決算書の収入金額の内訳Ⓐ」欄は、青色申告決算書の該当部分から記入します。

○　｢③雑収入等のうち販売金額に含めるもの｣欄の「その他」欄は、青色申告決算書の｢雑収入｣欄に計上されているもののうち、例えば、ＪＡ等に農産物等を販売委託した
　場合に販売金額の一部として支払われる精算金（作付面積当たりで支払われる奨励金等は除く）、ＪＴの葉たばこ災害援助金、家畜伝染病予防法・植物防疫法の手当金
　などの額を、それぞれの支払通知書等の根拠書類に基づいて記入します。

○　「③雑収入等のうち販売金額に含めるもの」欄の「数量払金額」欄は、青色申告決算書の「雑収入」欄に計上されている｢畑作物の直接支払交付金｣、｢甘味資源作物
　交付金｣、｢でん粉原料用いも交付金｣及び｢加工原料乳生産者補給金｣の金額を交付決定通知書等に基づき記入します。（「畑作物の直接支払交付金」の金額は、交付
　金計算書の数量払の計算額（数量払の金額が営農継続支払の金額を超えている場合は、営農継続支払の金額を控除する前の金額）を記入してください。）

○　「農産物又は畜産物の区分（収入保険申告用）｣欄は、「過去の収入金額申告書」（様式２号）に記載する農産物又は畜産物の品目、種類等と同じ内容を記入
　します。対象品目から除外する畜産物（肥育牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵）の販売金額がある場合は、これらの品目についても記入し、「用途｣欄に｢除外｣と記入します。

○　「②左記の販売金額から除外するもの」欄は、対象品目から除外する畜産物及び自ら生産した農産物以外の売上が含まれているなどの場合に記入します。
　　なお、仕入れ販売による売上について、仕入れた農産物又は畜産物を自ら生産した農産物又は畜産物と一体として販売しているなど、仕分けが困難な場合は、仕入れた
　　農産物又は畜産物の数量と自ら生産した農産物又は畜産物の数量の比を用いて仕分けるなどにより、自ら生産した農産物又は畜産物の販売金額を計算して記入します。
　　また、「農産物又は畜産物の区分（収入保険申告用）」欄の「用途」欄に除外と記入した農産物又は畜産物については、「販売金額」欄と同額を記入します。
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【様式４号】

平成　○年　○月　○日

（１）保険期間の営農計画
①農産物及び畜産物の営農計画

【農産物用】 （単位：ａ等）

農業経営に関する計画（案）
（平成31年（年度）分）

備考
保険期間の収穫
に係る作付面積

＝①×②
②保険期間に
収穫する割合

収穫期

（年・月）
作付期

①作付予定
面積

農産物

用途種類品目

 加入者管理コード 

申請者 住 所 

  氏 名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

         

印 

 加入者管理コード 

申請者 住 所 

  氏 名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名 

         

印 

（単位：数量はkg等、単価は円/kg等、金額は円）

品目 種類 用途

⑤数量
払見込
金額

④
金額

数量
③

金額

収穫
見込
数量

販売
見込
単価

②
金額

数量払
見込
単価農産物又は畜産物

（２）保険期間の営農計画に基づく収入試算

数量 単価
作付
予定
面積

①
金額

単価 数量 単価
販売
予定
数量

見込
単収

収入
試算

＝②＋③
＋④

－①＋⑤

（Ｉ） ＝(Ｈ)×
（Ｉ）

（K)＝
（E）＋

（Ａ）-（F)-
(Ｈ)－（J）

（L)＝（G)

数量

＝（K）×
（L）

（N）(B)＝(G) ＝（A)×
（B）

合計

期首棚卸高見込金額 保険期間の収穫見込 販売見込金額 事業消費見込金額 期末棚卸高見込金額 数量払見込金額
家事消
費見込

数量
（対象外）

＝（M）×
（N）

（M）
＝（Ｅ）

（C) （D) （E)＝
（C)×（D)

（F) （G) ＝（Ｆ）×
（Ｇ）

（Ｈ)

保険期間開始前の
事故の発生状況

事故の
発生

事故発生
の通知

□ □

【畜産物用】 （単位：頭羽等）

保険期間の出荷
に係る飼養又は

導入頭羽数
＝①×②

備考
（年（年度））

②保険期間に
出荷する割合

品目

畜産物 ①飼養又は
導入頭羽数

種付又は導入
年（年度）

出荷予定年（年度）

種類 用途

（３）農業経営の目標

認定農業者又は認定新規就農者である場合は、該当するものに�を記入してください。

□ 認定農業者 □ 認定新規就農者

認定農業者又は認定新規就農者でない場合は、下記の１及び２を記入してください。
また、認定農業者等の認定を受けたい方は、３も記入してください。最寄りの市町村へ連絡して、助言・指導が受けられるように手配します。

１ 農業経営の現状と目標 ２ 目標達成のために取るべき措置
※該当する取組に�を記入し、括弧内に具体的な内容を記載してください。

□ 経営規模の拡大

□ 生産方式の改善・合理化

□ 経営の多角化

□ 経営の改善・合理化
＜農産物等の販売＞

□ 労働力の確保等

□ その他の取組み

＜主たる従事者の所得目標＞

３　認定農業者又は認定新規就農者の認定の希望

□ 認定農業者を希望する □ 認定新規就農者を希望する

（注１）　目標年は、原則５年後を記入してください。

（注２）　認定農業者又は認定新規就農者の方は、１～３の記入は不要です。 

住　所　  （〒　　　－　　　　）

氏　名

連絡先

出荷・販売量
（kg、本等）

現状（平成29年） 目標（平成34年） 

合計

出荷・販売量
（kg、本等）

作付面積又は
飼養頭数
（ａ、頭等）

農産物又は
畜産物名

作付面積又は
飼養頭数
（ａ、頭等）

目標（平成34年） 

販売金額（万円） 販売金額（万円）

目標（平成34年）現状（平成29年）年間農業所得
（万円）

＜農産物等の生産＞

合計

現状（平成29年）農産物又は
畜産物名

保険期間開始前の
事故の発生状況

事故の
発生

事故発生
の通知

□ □

②規模拡大特例に適用する経営面積
　規模拡大特例を希望する場合は、過去５年間及び保険期間の経営面積を記入してください。

㎡

過去の経営面積

ａａ ㎡ ａ ㎡

保険期間の経営面積
平成26年（年度）分 平成27年（年度）分 平成28年（年度）分 平成29年（年度）分 平成30年（年度）分 平成31年（年度）分

ａ ㎡ ａ ㎡ ａ ㎡
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農業者が用意すべきお金

保険料は、 7.2 万円
（掛捨て）
積立金は、22.5 万円
（掛捨てではない）

合計　　　29.7 万円

補てん金額

収入減少の程度
（保険期間の収入）

補てん金
の合計

補てん金を含めた
保険期間の収入
（対基準収入）

保険方式
（保険金）

積立方式
（特約補てん金）

20％(800万円）

30％(700万円）

50％(500万円）

100％( 0万円）

90万円

180万円

360万円

810万円

0万円

90万円

270万円

720万円

90万円

90万円

90万円

90万円

890万円(89％)

880万円(88％)

860万円(86％)

810万円(81％)

　収入保険は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収
入減少を補てんする仕組みです。
○ 青色申告を行っている農業者（個人・法人）が対象です。
※青色申告（簡易な方式を含む）の実績が１年分あれば加入できます。

○ 農業者が自ら生産した農作物の販売収入全体が対象です。
※簡易な加工品（精米など）は含まれます。
※一部の補助金（畑作物の直接支払交付金等の数量払）は含まれます。
※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は、マルキン等の対象なので除きます。

○ 保険期間の収入が基準収入の９割（5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限）を下
回った場合に、下回った額の９割（支払率）を上限として補てんします。
※基準収入は、農業者ごとの過去５年間の平均収入（5中5）を基本とし、規模拡大など保険期間の営農計画も考
慮して設定します。
※補償限度額及び支払率は複数の割合の中から選択できます。
※｢掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかは選択できます。

○ 農業者は、保険料・積立金を支払って加入します｡（任意加入）
※保険料は掛捨てになります。保険料率は、現時点の試算（補償限度８割）では１％（50％の国庫補助後）です。
保険料率は、自動車保険と同様に、保険金の受取が少ない方は、保険料率の段階が下がっていきます。
※積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。75％の国庫補助があります｡

収入保険の具体的な仕組み

収入保険の補てん方式

※収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入することになります｡

基準収入が1,000万円の農業者が、補償限度９割（保険8割+積立1割)、支払率9割を選択した場合の試算

※農業者は、保険料、積立金と
は別に事務費を支払います｡

基準収入
保険期間
の収入

保険方式で補てん

積立方式で補てん

自己責任部分

支払率（9割を上限として選択）

100％
90％(保険方式+積立方式の
　　　補償限度額の上限）
80％(保険方式の補償限度額
　　　の上限）

収
入
減
少

農業者ごとの
過去5年間の農業収入

過去5年間の平均収入
(5中5）を基本
規模拡大など、保険期間の
営農計画も考慮して設定

（注）5年以上の青色申告実績がある者の場合

編集・発行　一般社団法人 香川県農業会議
　　　　　　平成30年2月
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